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県 紋 章 

 

 

 

 

 

つる舞う形の群馬県／上毛かるた  

令和６年３月２９日（金） 号 外（第９号） 

 

 

ページ 

      告          示 

○出納員に対する会計管理者の権限に属する事務の委任の告示の一部改正（会計管理課）          ２ 

○分任出納員に対する出納員の事務の委任の告示の一部改正（同）                    ２ 

 

      訓          令 

○群馬県庁議規程の一部を改正する訓令（秘書課）                           ３ 

○群馬県処務規程の一部を改正する訓令（人事課）                           ３ 

○群馬県公文書管理規程の一部を改正する訓令（総務事務管理課）                    ４ 

                           

      災 害 対 策 本 部 規 程 

○群馬県災害対策本部の組織及び運営に関する規程の一部を改正する規程（危機管理課）          ５ 

 

      国民保護対策本部規程 

      緊急対処事態対策本部規程 

○群馬県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程の一部を改正する規 

程（危機管理課）                                         ６ 
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◎群馬県告示第９６号 

 出納員に対する会計管理者の権限に属する事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７０号）の一部を次の

ように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月２９日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ２の項シ中「児童福祉・青少年課」を「児童福祉課」に改める。 

 ６の項(4)ア中「及び森林環境税徴収金」を削る。 

 

 

 

◎群馬県告示第９７号 

 分任出納員に対する出納員の事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７１号）の一部を次のように改正し、

令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月２９日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 表デジタルトランスフォーメーション戦略課の項機関の欄中「デジタルトランスフォーメーション戦略課」を

「デジタルトランスフォーメーション課」に改め、同項委任事務の欄を次のように改める。 
 

 

 

 
 
 

 
表財産有効活用課の項委任事務の欄を次のように改める。 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
表行政県税事務所又は自動車税事務所の項中「若しくは決算管理係長」を削り、表児童福祉・青少年課の項及び

保健福祉事務所の項中「児童福祉・青少年課」を「児童福祉課」に改め、表畜産課の項中「畜産課」を「農政課」

に改める。 

 

 

 

 

 

１ キャッシュレス決済によるＮＥＴＳＵＧＥＮ（群馬県庁舎三十
二階官民共創スペース）の使用料の収納に関する事務 

２ キャッシュレス決済によるＧＩＮＧＨＡＭ（群馬県庁舎三十一
階マルシェ＆キッチン）の使用料の収納に関する事務 

１ 財産有効活用課における歳計外現金（インターネットを利用し
て県の所有する不動産の売払いを行うシステムによる一般競争入
札に係る入札保証金に限る。）の出納及び保管に関する事務 

２ キャッシュレス決済による昭和庁舎の使用料の収納に関する事
務 

３ キャッシュレス決済による群馬会館の使用料の収納に関する事
務 

■ 告  示 
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群
馬
県
訓
令
甲
第
四
号 

県 
 

庁 
 
 

 

地
域
機
関 

 
 

 

専
門
機
関 

 
 

 

 

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

群
馬
県
庁
議
規
程
（
平
成
四
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
福
祉
局
長
」
を
、
「
戦
略
セ
ー
ル
ス
局
長
」

の
下
に
「
、
知
事
戦
略
部
副
部
長
」
を
加
え
、
「
地
域
創
生
部
副
部
長
（
地
域
連
携
担
当
）
」
を

「
地
域
創
生
部
副
部
長
」
に
改
め
、
「
農
政
部
副
部
長
」
の
下
に
「
、
産
業
経
済
部
副
部
長
」
を
加

え
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
訓
令
甲
第
五
号 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

県 
 

庁 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

地
域
機
関 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

専
門
機
関 

 
 

 

 

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 
一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

群
馬
県
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
東
京
事
務
所
の
項
中
「
副
所
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
表
中 

「 

        

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

                   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
中 

「 

    

■ 

訓 
 

令 

浅
間
家
畜
育
成
牧
場 

鳥
獣
被
害
対
策
支
援
セ
ン
タ
ー 

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー 

食
肉
衛
生
検
査
所 

こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー 

し
ろ
が
ね
学
園 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

ぐ
ん
ま
学
園 

児
童
相
談
所 

女
性
相
談
所 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

副
所
長
。
副
所
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
副
所
長

及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
監
。
主
監
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
主
監
及
び
次

長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

 

畜
産
試
験
場 

家
畜
衛
生
研
究
所 

農
林
大
学
校 

水
産
試
験
場 

蚕
糸
技
術
セ
ン
タ
ー 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
席
研
究
員
。
主
席
研
究
員
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務

係
長 

農
林
部
長
。
農
林
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
農
林
部
次

長
又
は
研
修
部
長
。
農
林
部
長
及
び
農
林
部
次
長
又
は

研
修
部
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
（
学
科

に
あ
つ
て
は
、
学
科
長
） 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
（
セ
ン
タ

ー
に
あ
つ
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
） 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
務
部
長
（
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
主
務
セ
ン
タ
ー

長
）
。
主
務
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
主
務
部

長
及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

 

浅
間
家
畜
育
成
牧
場 

鳥
獣
被
害
対
策
支
援
セ
ン
タ
ー 

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー 

食
肉
衛
生
検
査
所 

こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー 

し
ろ
が
ね
学
園 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

ぐ
ん
ま
学
園 

児
童
相
談
所 

女
性
相
談
所 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

副
所
長
。
副
所
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
副
所
長

及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
監
。
主
監
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
主
監
及
び
次

長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

 

鳥
獣
被
害
対
策
支
援
セ
ン
タ
ー 

浅
間
家
畜
育
成
牧
場 

こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー 

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー 

食
肉
衛
生
検
査
所 

し
ろ
が
ね
学
園 

ぐ
ん
ま
学
園 

児
童
相
談
所 

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
監
。
主
監
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
主
監
及
び
次

長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

副
所
長
。
副
所
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
副
所
長

及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
監
。
主
監
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
主
監
及
び
次

長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

 」 
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」 

を 「 

                
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号 

県 
 

庁 
 
 

 

地
域
機
関 

 
 

 

専
門
機
関 

 
 

 

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
三
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
ス
ポ
ー
ツ
局
」
の
下
に
「
、
福
祉
局
」
を
加
え
る
。 

第
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
」
の
下
に
「
、
福
祉
局
長
宛
て
の
も
の
は
地
域
福 

祉
課
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
の
１
の
表
知
事
戦
略
部
の
項
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  

 

」 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
表
地
域
創
生
部
の 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

項
中 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 

に
改
め
、
同
表
生
活
こ
ど
も
部 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

の
項
中 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
項
中 

「 

    
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 

を 

 

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
課

 
業
務
プ
ロ
セ
ス
改
革
課

 
Ｄ
Ｘ

 
業
改

 

 

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
課

 
Ｄ
Ｘ

 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 
ス
振

 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 
湯
け
む
り
国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
準
備
課

 
ス
振

 
湯
ス
ポ

 

 

こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
課

 
私
学
・
青
少
年
課

 
児
童
福
祉
課

 
県
民
活
動
支
援
・
広
聴
課

 
消
費
生
活
課

 

こ
育

 
学
青

 
児
福

 
県
支
広

 
消
生

 

 を 

県
民
活
動
支
援
・
広
聴
課

 
消
費
生
活
課

 
私
学
・
子
育
て
支
援
課

 
児
童
福
祉
・
青
少
年
課

 
 

県
支
広

 
消
生

 
学
子

 
児
青

 

 

監
査
指
導
課

 
医
務
課

 
介
護
高
齢
課

 
感
染
症
・
が
ん
疾
病
対
策
課

 
健
康
長
寿
社
会
づ
く
り
推
進
課

 
障
害
政
策
課

 
薬
務
課

 
国
保
援
護
課

 
食
品
・
生
活
衛
生
課

 

監
指

 
医
 

介
高

 
感
疾

 
健
長

 
障
 

薬
 

国
援

 
食
生
衛

 

 
」 

水
産
試
験
場 

蚕
糸
技
術
セ
ン
タ
ー 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー 

畜
産
試
験
場 

農
林
大
学
校 

家
畜
衛
生
研
究
所 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
（
セ
ン
タ

ー
に
あ
つ
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
） 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
務
部
長
（
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
主
務
セ
ン
タ
ー

長
）
。
主
務
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
主
務
部

長
及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

農
林
部
長
。
農
林
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
農
林
部
次

長
又
は
研
修
部
長
。
農
林
部
長
及
び
農
林
部
次
長
又
は

研
修
部
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
（
学
科

に
あ
つ
て
は
、
学
科
長
） 

主
席
研
究
員
。
主
席
研
究
員
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務

係
長 

 

畜
産
試
験
場 

家
畜
衛
生
研
究
所 

農
林
大
学
校 

水
産
試
験
場 

蚕
糸
技
術
セ
ン
タ
ー 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
席
研
究
員
。
主
席
研
究
員
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務

係
長 

農
林
部
長
。
農
林
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
農
林
部
次

長
又
は
研
修
部
長
。
農
林
部
長
及
び
農
林
部
次
長
又
は

研
修
部
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
（
学
科

に
あ
つ
て
は
、
学
科
長
） 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
（
セ
ン
タ

ー
に
あ
つ
て
は
、
セ
ン
タ
ー
長
） 

次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

主
務
部
長
（
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
主
務
セ
ン
タ
ー

長
）
。
主
務
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
主
務
部

長
及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長 

 

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の 
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」 
「 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
」 

生
活
こ
ど
も
部
の
項
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

項
中 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 
 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
長 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
災
害
対
策
本

部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
ま
ん
な
か
推

に
改
め
、
同
表
農
政
部
の
項
中 

医
務
課

 
感
染
症
・
疾
病
対
策
課

 
健
康
長
寿
社
会
づ
く
り
推
進
課

 
薬
務
課

 
国
保
医
療
課

 
食
品
・
生
活
衛
生
課

 
地
域
福
祉
課

 
監
査
指
導
課

 
介
護
高
齢
課

 
障
害
政
策
課

 

医
 

感
疾

 
健
長

 
薬
 

国
医

 
食
生
衛

 
地
福

 
監
指

 
介
高

 
障
 

 

 

技
術
支
援
課

 
蚕
糸
園
芸
課

 
ぐ
ん
ま
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課

 
畜
産
課

 

技
 

蚕
園

 
ブ
推

 
畜
 

 

米
麦
畜
産
課

 
野
菜
花
き
課

 
蚕
糸
特
産
課

 
ぐ
ん
ま
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課

 

麦
畜

 
野
花

 
蚕
特

 
ブ
推

 
 

女
性
相
談
所

 
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

 
女
相

 
女
 

ぐ
ん
ま
学
園

 
ぐ
ん
学

 

 を 

ぐ
ん
ま
学
園

 
し
ろ
が
ね
学
園

 
ぐ
ん
学

 
し
学

 

 

セ
 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

 
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

 
し
ろ
が
ね
学
園

 
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー

 
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー

 
食
肉
衛
生
検
査
所

 
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

 

心
福

 
発
障
支

 
し
学

 
こ
セ

 
食
安
セ

 
食
検

 
動
愛

 

 に
改
め
、
別
表
第
一
の
２
の
表 

を 

食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー

 
食
肉
衛
生
検
査
所

 
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

 
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

 
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

 
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー

 

食
安
セ

 
食
検

 
動
愛

 
心
福

 
発
障
支

 
こ
セ

 

 に
改
め
、
同
表
農
政
部
の
項
中 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー

 
病
害
虫
防
除
所

 
蚕
糸
技
術
セ
ン
タ
ー

 
水
産
試
験
場

 
農
林
大
学
校

 
鳥
獣
被
害
対
策
支
援
セ
ン
タ
ー

 
家
畜
衛
生
研
究
所

 
浅
間
家
畜
育
成
牧
場

 
畜
産
試
験
場

 

農
技
セ

 
病
防

 
蚕
技
セ

 
水
試

 
農
大

 
鳥
獣
セ

 
家
研

 
浅
牧

 
畜
試

 

 

家
畜
衛
生
研
究
所

 
農
林
大
学
校

 
浅
間
家
畜
育
成
牧
場

 
畜
産
試
験
場

 
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー

 
病
害
虫
防
除
所

 
蚕
糸
技
術
セ
ン
タ
ー

 
水
産
試
験
場

 
鳥
獣
被
害
対
策
支
援
セ
ン
タ
ー

 

家
研

 
農
大

 
浅
牧

 
畜
試

 
農
技
セ

 
病
防

 
蚕
技
セ

 
水
試

 
鳥
獣
セ

 

 に
改
め
る
。 

■ 

災
害
対
策
本
部
規
程 

監
査
指
導
課

 
医
務
課

 
介
護
高
齢
課

 
感
染
症
・
が
ん
疾
病
対
策
課

 
健
康
長
寿
社
会
づ
く
り
推
進
課

 
障
害
政
策
課

 
薬
務
課

 
国
保
援
護
課

 
食
品
・
生
活
衛
生
課

 

監
指

 
医
 

介
高

 
感
疾

 
健
長

 
障
 

薬
 

国
援

 
食
生
衛
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進
監
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
知
事
戦
略
部
の
部
交
通
対
策
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

公
共
交
通
機
関
に
係
る
運
行
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

 
別
表
第
一
健
康
福
祉
部
の
部
健
康
福
祉
総
務
班
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 
都
道
府
県
Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
（
各
都
道
府
県
の
災
害
時
健
康
危
機
管
理
支
援
チ
ー
ム
を
い
う
。
）

の
受
援
調
整
及
び
群
馬
Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
（
県
内
の
災
害
時
健
康
危
機
管
理
支
援
チ
ー
ム
を
い 

う
。
）
の
派
遣
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
の
部
医
療
・
防
疫
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
を
い
う
。
）
の
派
遣
要
請
、
調
整
等
に
関
す
る
こ

と
。 

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
の
部
要
配
慮
者
対
策
班
の
項
第
三
号
中
「
ぐ
ん
ま
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
」
の
下
に

「
（
県
内
の
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
都
道
府
県
Ｄ
Ｗ
Ａ

Ｔ
」
の
下
に
「
（
各
都
道
府
県
の
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
企
業
部
の
部
企
業
総
務
班
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一 

号
を
加
え
る
。 

五 

部
内
の
車
両
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
警
備
部
の
部
警
備
対
策
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
地
域
部
の
部
地
域
対
策
班
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
知
事
戦
略
部
の
部
知
事
戦
略
部
長
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
グ

リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
の
款
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
班
の
項
中
「
業
務
プ
ロ
セ
ス
改
革

課
長
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
課
長
」
に
改
め
、
同
款
知
事
戦
略
応
援
班
の

項
中
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
課
長
」
を
「
グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
課
長
」
に
改
め
、
「
グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課
長
」
を
削
り
、
同
表
地
域
創
生
部
の
部 

 

地
域
創
生
部
長
の
款
地
域
創
生
応
援
班
の
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
」
を 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
生
活
こ
ど
も
部
の
部
中
「
生
活
こ
ど
も
部
長
」
を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
部
生
活
こ
ど
も
部
長
の
款
私
立
学
校
・
児
童
福
祉
班
の
項
中 

 

「
私
学
・
子
育
て
支
援
課
長
」
を
「
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
課
長
」
に
、
「
児
童
福
祉
・
青
少
年
課 

 

長
」
を 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
健
康
福
祉
部
長
の
款
健
康
福
祉 

 

総
務
班
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

款
医
療
・
防
疫
班
の
項
中
「
感
染
症
・
が
ん
疾
病
対
策
課
長
」
を
「
感
染
症
・
疾
病
対
策
課
長
」
に

改
め
、
同
款
要
配
慮
者
対
策
班
の
項
中
「
健
康
福
祉
課
長
」
を
「
地
域
福
祉
課
長
」
に
改
め
、
同
款

健
康
福
祉
応
援
班
の
項
中
「
国
保
援
護
課
長
」
を
「
国
保
医
療
課
長
」
に
改
め
、
同
表
農
政
部
の
部

農
政
部
長
の
款
農
政
総
務
班
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

款
農
作
物
・
施
設
対
策
班
の
項
中
「
技
術
支
援
課
長
」
を
「
米
麦
畜
産
課
長
」
に
、 

  
 

を 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

      

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号 

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程
第
一
号 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
長 

山 

本 

一 

太 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
長 

山 

本 

一 

太 

 
 
 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
八
年
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号
及
び
平
成
十
八
年
群
馬
県
緊
急
対
処
事
態

対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
ま
ん
な
か
推

進
監
」
を
加
え
る
。 

 
別
表
第
一
知
事
戦
略
部
の
部
交
通
対
策
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
三 

公
共
交
通
機
関
に
係
る
運
行
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
の
部
医
療
・
防
疫
班
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
要
請
、
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
企
業
部
の
部
企
業
総
務
班
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。 

五 

部
内
の
車
両
に
関
す
る
こ
と
。 

「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長 

湯
け
む
り
国
ス
ポ
・ 

 

 

地
域
福
祉
課
長 

 

 

 

農
業
構
造
政
策
課
長 

 

を 

」 

」 

に
改
め
、
同 

を 

」 

」 
「
私
学
・
青
少
年
課
長 

児
童
福
祉
課
長 

 

」 

に
改
め
、
同 

「
蚕
糸
園
芸
課 

畜
産
課
長 

 

長 

」 

「
農
政
課
長 

野
菜
花
き
課
長 

蚕
糸
特
産
課
長
」 

 

 

全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
準
備
課
長
」 

「
生 こ 

活
こ
ど
も
部
長 

ど
も
ま
ん
な
か
推
進
監
」 

■ 

国
民
保
護
対
策
本
部
規
程 

■ 

緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程 
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別
表
第
一
警
備
部
の
部
警
備
対
策
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。 

別
表
第
一
地
域
部
の
部
地
域
対
策
班
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 

 
別
表
第
二
知
事
戦
略
部
の
部
知
事
戦
略
部
長
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
グ

リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
の
款
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
班
の
項
中
「
業
務
プ
ロ
セ
ス
改
革

課
長
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
課
長
」
に
改
め
、
同
款
知
事
戦
略
応
援
班
の

項
中
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
課
長
」
を
「
グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
課
長
」
に
改
め
、
「
グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課
長
」
を
削
り
、
同
表
地
域
創
生
部
の
部 

 

地
域
創
生
部
長
の
款
地
域
創
生
応
援
班
の
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
」
を 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
に
改
め
、
同
表
生
活
こ
ど
も
部
の
部
中
「
生
活
こ
ど
も
部
長
」
を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
部
生
活
こ
ど
も
部
長
の
款
私
立
学
校
・
児
童
福
祉
班
の
項
中 

 

「
私
学
・
子
育
て
支
援
課
長
」
を
「
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
課
長
」
に
、
「
児
童
福
祉
・
青
少
年
課 

 

長
」
を 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
健
康
福
祉
部
長
の
款
健
康
福
祉 

 

総
務
班
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

款
医
療
・
防
疫
班
の
項
中
「
感
染
症
・
が
ん
疾
病
対
策
課
長
」
を
「
感
染
症
・
疾
病
対
策
課
長
」
に

改
め
、
同
款
要
配
慮
者
対
策
班
の
項
中
「
健
康
福
祉
課
長
」
を
「
地
域
福
祉
課
長
」
に
改
め
、
同
款

健
康
福
祉
応
援
班
の
項
中
「
国
保
援
護
課
長
」
を
「
国
保
医
療
課
長
」
に
改
め
、
同
表
農
政
部
の
部

農
政
部
長
の
款
農
政
総
務
班
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

款
農
作
物
・
施
設
対
策
班
の
項
中
「
技
術
支
援
課
長
」
を
「
米
麦
畜
産
課
長
」
に
、 

  
 

を 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

 
 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

   

「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長 

湯
け
む
り
国
ス
ポ
・ 

 

 

地
域
福
祉
課
長 

 
 

 

農
業
構
造
政
策
課
長 

 

を 

」 

」 

に
改
め
、
同 

を 

」 

」 に
改
め
、
同 

「
蚕
糸
園
芸
課 

畜
産
課
長 

 

長 

」 

「
農
政
課
長 

野
菜
花
き
課
長 

蚕
糸
特
産
課
長
」 

 

 

全
ス
ポ
ぐ
ん
ま
準
備
課
長
」 

「
生 こ 

「
私
学
・
青
少
年
課
長 

児
童
福
祉
課
長 

 

」 

活
こ
ど
も
部
長 

ど
も
ま
ん
な
か
推
進
監
」 
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